
 

  

 

 

 
 
 

【申請受付期限】 

３月６日（金）午後５時まで 

申請書類は、町ホームページよりダウンロードしてください。 

団体による申請の場合は、構成員名簿を併せて提出してください。 

 ※申請書不備等により再提出をお願いする場合があります。 

申請に当たっては事前に総務課企画係へ内容等の相談をお願いします。 

１月９日（金）～３月６日（金） 
 
【対象事業】 

 1.町民等が町内で行う事業であること 

2.社会性及び協働性の高い自主的・公益的な事業であること 

※ただし、下記に該当する事業は対象外です。 

・町が交付する補助金等の交付を受けた事業 

・国や県の支出する補助金等の交付を受けた事業 

・宗教的活動、政治的活動及び公序良俗に反する事業 

・特定の企業、団体及び個人の利益を追求するための事業 
 
【支援金額】 

 原則として１事業あたり上限１００万円 

※ただし、下記に該当する経費は対象外経費です。 

・団体の運営費及び人件費並びに事務所の維持管理経費 

・事業を行う人達の食糧費 

・直接事業に関わらない視察等の経費 

・その他町長が不適当と認める経費 
 
【審査について】 

 申請事業は、４月に行う審査会により採択の有無を審査します。 

 採択された場合は、専用口座を開設し交付金の請求を行ってください。 

※同一事業は２回まで再申請が可能です。ただし、毎年審査会で採択の有無を審査します。 
 

≪過去に採択となった事業（一部）≫ 

 子供たちと造る綱打ち用稲藁作り事業           （令和２年～３年／地域・伝統文化） 

防災減災イベント×下諏訪町の『資源』＝地域の活性化と強靭化（令和６年／地域・防災） 

地域の力で災害を乗り切るための勉強会～障がい福祉編～  （令和４年／防災・福祉） 

水月公園整備事業                    （令和６年／地域・観光） 

梶原塚整備事業                     （令和５年／地域・観光） 

問い合わせ先（下諏訪町 総務課企画係） 

T E L ：２７－１１１１（内線２５７）／E-mail：kyoudou@town.shimosuwa.lg.jp 

令和８年１月９日 


